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(57)【要約】
【課題】　本発明は、高度な医療知識を必要とすること
なく、感染症のリスクを判定することができる感染症リ
スク判定システムを提供する。
【解決手段】　本発明の感染症リスク判定システムは、
動脈血酸素飽和度を測定する酸素飽和度測定ユニット、
体温を測定する体温測定ユニット及び心拍数を測定する
心拍数測定ユニットのうちの少なくとも二つの測定ユニ
ットを備えた、被験者の生体信号を測定する生体信号測
定装置と、
　上記生体信号測定装置の各測定ユニットで測定された
測定値に基づいた値を比較値とし、この比較値と、上記
生体信号ごとに予め定められた基準範囲とを比較し、少
なくとも二つの比較値が上記基準範囲を外れているか否
かでもって上記被験者の感染症リスクを判定する判定手
段とを有することを特徴とする。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
動脈血酸素飽和度を測定する酸素飽和度測定ユニット、体温を測定する体温測定ユニット
及び心拍数を測定する心拍数測定ユニットのうちの少なくとも二つの測定ユニットを備え
た、被験者の生体信号を測定する生体信号測定装置と、
　上記生体信号測定装置の各測定ユニットで測定された測定値に基づいて各生体信号に異
常が存在しているか否かを判断し、少なくとも二つの生体信号に異常が存在しているか否
かでもって上記被験者の感染症リスクを判定する判定手段とを有することを特徴とする感
染症リスク判定システム。
【請求項２】
判定手段は、生体信号測定装置の各測定ユニットで測定された測定値に基づいた値を比較
値とし、この比較値と、上記生体信号ごとに予め定められた基準範囲とを比較することに
よって生体信号に異常が存在している否かを判断することを特徴とする請求項１に記載の
感染症リスク判定システム。
【請求項３】
判定手段は、被験者の感染症リスクが存在すると判定した場合に、警告信号を出力部に出
力することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の感染症リスク判定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、感染症リスク判定システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　病院において、患者の健康状態や意識レベルを推測するために、動脈血酸素飽和度、体
温、心拍数、血圧、呼吸速度、脳波及び尿質などのバイタルサインが用いられている。
【０００３】
　近年、患者の感染症に対するリスク管理も急がれている。このような感染症リスクを判
定するシステムとして、特許文献１には、被検体の感染症の原因となる感染源に対する抵
抗力に影響を与えるファクターを含む項目と、前記項目の前記感染源に対する抵抗力の度
合いを数値化し、前記被検体に与える影響度に応じて変更可能な係数とを知識データベー
スとして格納する格納部と、前記知識データベースをもとに、被検体の医療情報に応じて
、被検体の感染源への抵抗力のレベルを段階化し指標として判定する判定部とを具備して
なる感染症システムが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２２００３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一方、近年、病気予防に対する意識の高まりに伴って、病院以外においても自ら健康管
理を行うことが推進されている。上記感染症システムは、医師によって高度な医療情報を
入力する必要があり、個々の患者が自己の健康管理のために使用することができない。
【０００６】
　本発明は、高度な医療知識を必要とすることなく、感染症のリスクを判定することがで
きる感染症リスク判定システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の感染症リスク管理システムは、動脈血酸素飽和度を測定する酸素飽和度測定ユ
ニット、体温を測定する体温測定ユニット及び心拍数を測定する心拍数測定ユニットのう
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ちの少なくとも二つの測定ユニットを備えた、被験者の生体信号を測定する生体信号測定
装置と、
　上記生体信号測定装置の各測定ユニットで測定された測定値に基づいて各生体信号に異
常が存在しているか否かを判断し、少なくとも二つの生体信号に異常が存在しているか否
かでもって上記被験者の感染症リスクを判定する判定手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の感染症リスク判定システムは、上述の如き構成を有しているので、高度な医療
知識を必要とすることなく、被験者の感染症リスクを容易に判定することができ、被験者
が感染症にかかることを未然に防止するための措置を早急に施すことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の感染症リスク判定システムのハードウエア構成を示した図である。
【図２】測定結果テーブルの一例を示した図である。
【図３】閾値範囲テーブルの一例を示した図である。
【図４】判定手段の動作を示したフローチャートである。
【図５】基準範囲テーブルの一例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の感染症リスク判定システムの一例を図面を参照しながら説明する。図１は、感
染症リスク判定システム１のハードウエア構成を示した図である。感染症リスク判定シス
テム１は、ＣＰＵ(Central Processing Unit)11に、記憶部に相当するＳＳＤ（Solid Sta
te Drive）及びＨＤＤ（Hard Disk Drive）などの記憶装置12と、ＲＯＭ(Read Only Memo
ry)13と、ＲＡＭ(Random Access Memory)14と、入力部に相当するタッチパネル及びキー
ボードなどの入力装置15、出力部に相当するタッチパネル、ディスプレイ及びスピーカな
どの出力装置16、生体信号測定装置17とが電気的に接続されている。
【００１１】
　感染症リスク判定システム１のＲＯＭ13及び記憶装置12内には、ＣＰＵ11にて実行され
る制御プログラムや各種データが格納されている。ＲＡＭ14には、各種のプログラムに基
づいて設定される設定値を一次的に記憶するためのメモリなどが格納されている。
【００１２】
　感染症リスク判定システム１のＲＯＭ13及び記憶装置12内には、感染症リスク判定シス
テム１が備える各種手段（生体信号記憶手段、判定手段など）としての各種プログラム（
生体信号記憶プログラム、判定プログラムなど）が格納されている。各種手段は、ＣＰＵ
11やＲＡＭ14上に各種プログラムを読み込ませることにより、ＣＰＵ11の制御のもとで、
ＲＡＭ14や記憶装置12におけるデータの読み出し及び書き込みを行うことで実現される。
【００１３】
　感染症リスク判定システム１は、被験者の生体信号（動脈血酸素飽和度、体温及び心拍
数）を測定する生体信号測定装置17を有している。生体信号測定装置17は、動脈血酸素飽
和度を測定する酸素飽和度測定ユニット、体温を測定する体温測定ユニット及び心拍数を
測定する心拍数測定ユニットのうちの少なくとも二つの測定ユニットを有している。
【００１４】
　動脈血酸素飽和度を測定する酸素飽和度測定ユニットとしては、公知の動脈血酸素飽和
度を測定する装置が挙げられ、例えば、パルスオキシメータ、血液ガス分析装置などが挙
げられ、パルスオキシメータが好ましい。
【００１５】
　体温を測定する体温測定ユニットとしては、公知の体温を測定する装置が挙げられ、例
えば、水銀式体温計、灯油式体温計、アルコール式体温計、サーミスタ式体温計、赤外線
式体温計などが挙げられる。
【００１６】
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　心拍数を測定する心拍数測定ユニットとしては、公知の心拍数を測定する装置が挙げら
れ、例えば、光電式脈拍計、ＬＥＤ式脈拍計、赤外線式脈拍計、圧電センサなどが挙げら
れる。なお、心拍数は、一分間の心臓の拍動数をいい、一分間の脈拍数で代用することも
可能である。
【００１７】
　感染症リスク判定システム１は、生体信号測定装置17で測定された被験者の生体信号を
記憶装置12に記憶する生体信号記憶手段を有する。なお、以下の説明においては、生体信
号測定装置は、動脈血酸素飽和度を測定する酸素飽和度測定ユニット、体温を測定する体
温測定ユニット及び心拍数を測定する心拍数測定ユニットの三個のユニットを備えている
場合を例に挙げて説明するが、本発明の感染症リスク判定システムは、上記三個のユニッ
トのうちの少なくとも二つのユニットを備えておればよい。
【００１８】
　被験者の生体信号は、各測定ユニットにおいて一定時間ごとに測定されており、生体信
号記憶プログラムによって、各測定ユニットで測定された動脈血酸素飽和度、体温及び心
拍数の各測定値はそれぞれ、測定結果テーブルに測定時間と共に生体信号ごとに記憶され
る。図２に、測定結果テーブルの一例を示した。図２においては、全ての生体信号の測定
値を一つの測定結果テーブルに記憶させた場合を示したが、生体信号ごとに別々の測定結
果テーブルに測定値を記憶させてもよい。
【００１９】
　感染症リスク判定システム１は、生体信号測定装置の各測定ユニットで測定された測定
値に基づいて各生体信号に異常が存在しているか否かを判断し、少なくとも二つの生体信
号に異常が存在しているか否かでもって上記被験者の感染症リスクを判定する判定手段を
有する。
【００２０】
　動脈血酸素飽和度、体温及び心拍数のそれぞれについて予め閾値範囲が定められており
、各生体信号の閾値範囲が、感染症リスク判定システム１の記憶装置12内の閾値範囲テー
ブルに記憶されている。更に、閾値範囲テーブルには、判定プログラムによって、被験者
の感染症リスクを判断するために使用される比較値を算出するための基準時間も記憶され
ている。なお、閾値範囲テーブルの一例を図３に示した。図３において、例えば、動脈血
酸素飽和度の閾値範囲は「９４％以上」と定められている。閾値範囲テーブルへの各数値
の登録及び変更は、感染症リスク判定システム１の入力装置15から行われる。
【００２１】
　先ず、図４に示したように、判定プログラムによって、閾値範囲テーブルから閾値範囲
及び基準時間が読み出されると共に、記憶装置12内の測定結果テーブルに記憶されている
各生体信号の測定値が生体信号ごとに読み出される（ステップ１）。測定結果テーブルか
ら読み出される測定値は、最新の測定値から、閾値範囲テーブルに記憶されている基準時
間分の測定値が読み出される。測定結果テーブルに、閾値範囲テーブルに記憶されている
基準時間分の測定値が記憶されていない場合には、測定結果テーブルに記憶されている測
定値の全ての測定値が読み出される。なお、図において、「ステップ」は「Ｓ」と略され
る。
【００２２】
　次に、判定プログラムによって、生体信号ごとに、読み出された各測定値と、閾値範囲
とが順次、比較され、読み出された全ての測定値のうち、閾値範囲内に入っている測定値
の割合が下記式に基づいて算出され、この算出された値が比較値とされる（ステップ２）
。
　比較値（％）＝１００×（閾値範囲内に入っている測定値の数）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　／（読み出された全ての測定値の数）
【００２３】
　一方、感染症リスク判定システム１の記憶装置12には基準範囲テーブルが記憶されてお
り、基準範囲テーブルには、各生体信号の基準範囲が記憶されている。図５に、基準範囲
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％以上」と定められている。基準範囲テーブルへの各数値の登録及び変更は、感染症リス
ク判定システム１の入力装置15から行われる。
【００２４】
　そして、判定プログラムによって、基準範囲テーブルから各生体信号の基準範囲が読み
出される（ステップ３）。次に、生体信号ごとに、ステップ２で算出された比較値と、基
準範囲とが比較され、比較値が、基準範囲に入っているか否かが判断され、比較値が基準
範囲に入っていない場合には、生体信号に異常が存在していると判断される（ステップ４
）。続いて、生体信号のうち、比較値が基準範囲から外れている生体信号の数、即ち、異
常が存在する生体信号の数を数え、この数が「２個」以上であるか否かが判断される（ス
テップ５）。
【００２５】
　基準時間内において、比較値が基準範囲から外れている生体信号の数、即ち、異常が存
在する生体信号の数が２個以上である場合、例えば、動脈血酸素飽和度及び血圧が基準範
囲から外れている場合は、被験者の健康状態が悪化しており、感染症にかかるリスクが高
いと判断され、被験者が感染症にかかるリスクが高いことを意味する警告信号が出力装置
16に出力され（ステップ６）、この警告信号によって被験者が感染症にかかるリスクが高
いことを介護人に認識させて被験者の介護を直ちに行うように警告する。その後、必要に
応じて所定時間の経過後に、ステップ１に戻って上記動作が繰り返し行われる。出力装置
16への警告信号の出力形態としては、介護人に被験者が感染症のリスクが高いことを告知
できればよく、例えば、ディスプレイ上に警告表示を表示する出力形態、スピーカから警
告音を出す出力形態などが挙げられる。
【００２６】
　一方、基準時間内において、比較値が基準範囲内から外れている生体信号の数、即ち、
異常が存在する生体信号の数が１個以下の場合、例えば、心拍数のみが基準範囲から外れ
ている場合は、被験者の健康状態は良好であり、感染症にかかるリスクは低いと判断され
（ステップ７）、出力装置16への出力は行われず、必要に応じて所定時間の経過後に、ス
テップ１に戻って上記動作が繰り返し行われる。
【００２７】
　以上のように、被験者から測定された生体信号のうちの少なくとも二つの生体信号に異
常が見られた場合に、被験者の健康状態が悪化していると判断され、介護人などに直ちに
その旨が告知されることから、被験者が感染症にかかる前に適切な治療を行うことができ
る。
【００２８】
　上記感染症リスク判定システム１においては、各生体信号において、測定値と閾値範囲
とを比較し、閾値範囲内に入っている測定値の数の割合（百分率）を比較値として算出し
、この比較値と基準範囲とを比較することによって、生体信号に異常が発生しているか否
かを判断したが、上記判断基準に限定されることはなく、動脈血酸素飽和度、体温及び心
拍数において異常があるか否かを判断することができる判断基準であれば、特に限定され
ない。
【符号の説明】
【００２９】
１　感染症リスク判定システム
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